
- 1 -

内

閣

府

○
総

務

省
令
第
二
号

文
部
科
学
省

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方

公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

総
務
大
臣

石
田

真
敏

文
部
科
学
大
臣

柴
山

昌
彦

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

総
理
府

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
文
部
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

自
治
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定

（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
標
準
報
酬
の
決
定
等
）

（
標
準
報
酬
の
決
定
等
）

第
百
一
条
の
二

［
略
］

第
百
一
条
の
二

［
同
上
］

［
２
～
７

略
］

［
２
～
７

同
上
］

８

組
合
は
、
継
続
長
期
組
合
員
を
使
用
す
る
事
業
主
が
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第

８

組
合
は
、
継
続
長
期
組
合
員
を
使
用
す
る
事
業
主
が
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第

四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
の
決
定
又
は
改
定
に
係
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
事
業

四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
の
決
定
又
は
改
定
に
係
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
事
業

主
よ
り
当
該
通
知
に
係
る
書
類
の
写
し
の
提
出
を
受
け
、
当
該
写
し
に
記
載
さ
れ
た
標
準
報
酬
（
同
項
に
規

主
よ
り
当
該
通
知
に
係
る
書
類
の
写
し
の
提
出
を
受
け
、
当
該
写
し
に
記
載
さ
れ
た
標
準
報
酬
（
同
項
に
規

定
す
る
標
準
報
酬
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
及
び
第
百
一
条
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
同

定
す
る
標
準
報
酬
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
及
び
第
百
一
条
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
同

法
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
を
参
酌
し
て
当
該
継
続
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
を
決
定

法
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
を
参
酌
し
て
当
該
継
続
長
期
組
合
員
の
標
準
報
酬
を
決
定

し
又
は
改
定
す
る
も
の
と
す
る
。

し
又
は
改
定
す
る
も
の
と
す
る
。

［
９
～

略
］

［
９
～

同
上
］

11

11

組
合
は
、
平
成
三
十
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に

［
新
設
］

12
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
七
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
（
以
下
「
国

際
博
覧
会
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
組
合
員
を
使
用
す
る
平
成
三
十
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧

会
の
準
備
及
び
運
営
の
た
め
に
必
要
な
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ

れ
た
博
覧
会
協
会
（
以
下
「
国
際
博
覧
会
協
会
」
と
い
う
。
）
が
、
健
康
保
険
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
標
準
報
酬
の
決
定
又
は
改
定
に
係
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
国
際
博
覧
会
協
会
よ
り
当
該
通
知

に
係
る
書
類
の
写
し
の
提
出
を
受
け
、
当
該
写
し
に
記
載
さ
れ
た
標
準
報
酬
の
う
ち
同
法
第
四
十
条
第
一
項

に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
を
参
酌
し
て
当
該
国
際
博
覧
会
派
遣
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
報
酬
を
決
定

し
又
は
改
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
報
酬
月
額
の
決
定
等
）

（
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
報
酬
月
額
の
決
定
等
）

第
百
一
条
の
三

［
略
］

第
百
一
条
の
三

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
組
合
員
が
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
、
継
続
長
期
組
合
員
、
交
流
派

３

第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
組
合
員
が
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
、
継
続
長
期
組
合
員
、
交
流
派

遣
職
員
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
派
遣
職
員
、
ラ
グ
ビ
ー
派
遣
職
員
又
は
国
際
博
覧
会
派
遣
職

遣
職
員
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
派
遣
職
員
又
は
ラ
グ
ビ
ー
派
遣
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け

員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
前
条
第
八
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規

る
前
条
第
八
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
標
準
報
酬
を
決

定
中
「
標
準
報
酬
を
決
定
」
と
あ
る
の
は
、
「
標
準
報
酬
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規

定
」
と
あ
る
の
は
、
「
標
準
報
酬
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額

定
す
る
標
準
報
酬
月
額
を
決
定
」
と
す
る
。

を
決
定
」
と
す
る
。

（
標
準
報
酬
の
組
合
員
へ
の
通
知
等
）

（
標
準
報
酬
の
組
合
員
へ
の
通
知
等
）

第
百
一
条
の
八

組
合
は
、
法
第
四
十
三
条
第
五
項
、
第
八
項
、
第
十
項
、
第
十
二
項
又
は
第
十
四
項
の
規
定

第
百
一
条
の
八

組
合
は
、
法
第
四
十
三
条
第
五
項
、
第
八
項
、
第
十
項
、
第
十
二
項
又
は
第
十
四
項
の
規
定

に
よ
り
組
合
員
の
標
準
報
酬
を
決
定
し
又
は
改
定
し
た
と
き
、
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
一
条
第
一

に
よ
り
組
合
員
の
標
準
報
酬
を
決
定
し
又
は
改
定
し
た
と
き
、
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
一
条
第
一

項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
第
一

項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
三
条
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
組
合
員
の
厚
生
年
金
保
険
の
標
準
報
酬
月
額
を
決
定

項
の
規
定
に
よ
り
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
組
合
員
の
厚
生
年
金
保
険
の
標
準
報
酬
月
額
を
決
定

し
又
は
改
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
組
合
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

し
又
は
改
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
組
合
員
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
当
該
組
合
員
が
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
、
継
続
長
期
組
合
員
、
交
流
派
遣
職
員
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

て
、
当
該
組
合
員
が
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
、
継
続
長
期
組
合
員
、
交
流
派
遣
職
員
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
派
遣
職
員
、
ラ
グ
ビ
ー
派
遣
職
員
又
は
国
際
博
覧
会
派
遣
職
員
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
決

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
派
遣
職
員
又
は
ラ
グ
ビ
ー
派
遣
職
員
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
決
定
し
又
は
改
定
し
た
標
準
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定
し
又
は
改
定
し
た
標
準
報
酬
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
標
準
報
酬
月
額
を
当
該
組
合
員
を
使
用
す
る
公
益
的

報
酬
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
標
準
報
酬
月
額
を
当
該
組
合
員
を
使
用
す
る
公
益
的
法
人
等
、
公
庫
等
（
法
第

法
人
等
、
公
庫
等
（
法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
定

百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
特
定
公
庫
等
（
法
第
百
四
十
二

公
庫
等
（
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
公
庫
等
を
い
う
。
以

特
定
公
庫
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
派
遣
先
企
業
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員

下
同
じ
。
）
、
派
遣
先
企
業
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員
会
又
は
ラ
グ
ビ
ー
組
織
委
員

会
、
ラ
グ
ビ
ー
組
織
委
員
会
又
は
国
際
博
覧
会
協
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

（
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
決
定
）

（
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
決
定
）

第
百
一
条
の
十

［
略
］

第
百
一
条
の
十

［
同
上
］

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

４

組
合
は
、
継
続
長
期
組
合
員
を
使
用
す
る
事
業
主
が
、
健
康
保
険
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

４

組
合
は
、
継
続
長
期
組
合
員
を
使
用
す
る
事
業
主
が
、
健
康
保
険
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

標
準
報
酬
の
決
定
又
は
改
定
に
係
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
事
業
主
よ
り
当
該
通
知
に
係
る
書
類
の

標
準
報
酬
の
決
定
又
は
改
定
に
係
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
事
業
主
よ
り
当
該
通
知
に
係
る
書
類
の

写
し
の
提
出
を
受
け
、
当
該
写
し
に
記
載
さ
れ
た
標
準
報
酬
の
う
ち
標
準
賞
与
額
（
同
法
第
四
十
五
条
第
一

写
し
の
提
出
を
受
け
、
当
該
写
し
に
記
載
さ
れ
た
標
準
報
酬
の
う
ち
標
準
賞
与
額
（
同
法
第
四
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
標
準
賞
与
額
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
参
酌

項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
標
準
賞
与
額
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
参
酌

し
て
当
該
継
続
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

し
て
当
該
継
続
長
期
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

［
５
～
７

略
］

［
５
～
７

同
上
］

８

組
合
は
、
国
際
博
覧
会
派
遣
職
員
で
あ
る
組
合
員
を
使
用
す
る
国
際
博
覧
会
協
会
が
、
健
康
保
険
法
第
四

［
新
設
］

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
の
決
定
又
は
改
定
に
係
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
国
際
博
覧
会

協
会
よ
り
当
該
通
知
に
係
る
書
類
の
写
し
の
提
出
を
受
け
、
当
該
写
し
に
記
載
さ
れ
た
標
準
報
酬
の
う
ち
標

準
賞
与
額
を
参
酌
し
て
当
該
国
際
博
覧
会
派
遣
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
を
決
定
す
る

も
の
と
す
る
。

（
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
標
準
賞
与
額
の
決
定
等
）

（
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
標
準
賞
与
額
の
決
定
等
）

第
百
一
条
の
十
一

［
略
］

第
百
一
条
の
十
一

［
同
上
］

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
組
合
員
が
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
、
継
続
長
期
組
合
員
、
交
流
派

３

第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
組
合
員
が
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
、
継
続
長
期
組
合
員
、
交
流
派

遣
職
員
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
派
遣
職
員
、
ラ
グ
ビ
ー
派
遣
職
員
又
は
国
際
博
覧
会
派
遣
職

遣
職
員
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
派
遣
職
員
又
は
ラ
グ
ビ
ー
派
遣
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け

員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る
前
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

る
前
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
標
準
期
末
手
当
等
の

中
「
標
準
期
末
手
当
等
の
額
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
標
準
期
末
手
当
等
の
額
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十

額
を
」
と
あ
る
の
は
、
「
標
準
期
末
手
当
等
の
額
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定

四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
賞
与
額
を
」
と
す
る
。

す
る
標
準
賞
与
額
を
」
と
す
る
。

（
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
組
合
員
へ
の
通
知
等
）

（
標
準
期
末
手
当
等
の
額
の
組
合
員
へ
の
通
知
等
）

第
百
一
条
の
十
三

組
合
は
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

第
百
一
条
の
十
三

組
合
は
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
を

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
の
標
準
期
末
手
当
等
の
額
を

決
定
し
た
と
き
、
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で

決
定
し
た
と
き
、
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で

あ
る
組
合
員
の
厚
生
年
金
保
険
の
標
準
賞
与
額
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
組
合
員
に
通
知
し
な

あ
る
組
合
員
の
厚
生
年
金
保
険
の
標
準
賞
与
額
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
組
合
員
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
が
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
、
継
続
長
期
組
合

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
組
合
員
が
公
益
的
法
人
等
派
遣
職
員
、
継
続
長
期
組
合

員
、
交
流
派
遣
職
員
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
派
遣
職
員
、
ラ
グ
ビ
ー
派
遣
職
員
又
は
国
際
博

員
、
交
流
派
遣
職
員
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
派
遣
職
員
又
は
ラ
グ
ビ
ー
派
遣
職
員
で
あ
る
と

覧
会
派
遣
職
員
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
決
定
し
た
標
準
期
末
手
当
等
の
額
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
標
準
賞
与

き
は
、
当
該
決
定
し
た
標
準
期
末
手
当
等
の
額
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
標
準
賞
与
額
を
当
該
組
合
員
を
使
用

額
を
当
該
組
合
員
を
使
用
す
る
公
益
的
法
人
等
、
公
庫
等
若
し
く
は
特
定
公
庫
等
、
派
遣
先
企
業
、
オ
リ
ン

す
る
公
益
的
法
人
等
、
公
庫
等
若
し
く
は
特
定
公
庫
等
、
派
遣
先
企
業
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
組
織
委
員
会
、
ラ
グ
ビ
ー
組
織
委
員
会
又
は
国
際
博
覧
会
協
会
に
通
知
し
な
け

ク
組
織
委
員
会
又
は
ラ
グ
ビ
ー
組
織
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
・
３

略
］

［
２
・
３

同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



- 5 -

附

則

こ
の
命
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


